
様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 安定ヨウ素剤配布対象者リスト 

実施機関の名称 東通村長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
原子力対策課 

個人情報ファイルの利用目的 原子力災害対策指針、東通村地域防災計画（原子力編）

に基づき、原子力災害に備えて PAZ地区（小田野沢、老

部、白糠）の住民に対し、安定ヨウ素剤の事前配布を行

うため説明会を開催しており、その通知に使用するため 

記録項目 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、世帯員 

記録範囲 村内全住民 

記録情報の収集方法 住基情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 東通村原子力対策課 

(所在地) 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5 番地 

34 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60 条第 2 項第

1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に

該当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 安定ヨウ素剤配布チェックリスト 

実施機関の名称 東通村長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
原子力対策課 

個人情報ファイルの利用目的 安定ヨウ素剤を事前配布するにあたり、ヨウ素に関連す

るアレルギー等の質問項目等を設けたチェックリスト

を配布し、配布可能かどうか問診を行った結果の他、配

布したかどうかを記録するために用いる。 

記録項目 氏名、郵便番号、住所、世帯員、電話番号、ヨウ素に係

るアレルギー症状等の既往歴 

記録範囲 安定ヨウ素剤事前配布者 

記録情報の収集方法 住基情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 東通村原子力対策課 

(所在地) 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5 番地 

34 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60 条第 2 項第

1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に

該当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 原子力災害避難に関する調査 

実施機関の名称 東通村長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
原子力対策課 

個人情報ファイルの利用目的 原子力災害が発生し、村民が避難を開始する際にどのよ

うな支援が必要なのか、どのような課題があるかを把握

するため。 

記録項目 住所、電話番号、氏名、年齢、平日昼間の所在場所、日

常生活の状態、避難手段（昼・夜）、病気治療等での注

意事項、車保有台数及び避難時使用台数 

記録範囲 村内全世帯 

記録情報の収集方法 アンケート 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称)東通村原子力対策課 

(所在地)青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5 番地 

34 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60 条第 2 項第

1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に

該当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考  


